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平成３０年１０月２９日決定事項 

◎１２月議会から、１階市民ロビーでのモニター傍聴（生中継）を可能とし、

傍聴できる会議の範囲は、本会議・議会運営委員会・常任委員会・特別委員

会・特設委員会とする。     

  

 

 

 

平成３１年３月２２日決定事項 

◎議会改革の検討内容については、今後、議会改革検討会で最終決定するも 

のとし、幹事長会へは決定事項を取りまとめて報告する。名称を「議会改革

推進委員会」に変更し、正副委員長を設置する。 


